
危機対応業務について
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商工中金におけるセーフティネット機能の発揮

これまでの取組み

平成9年～12年

金融機関の
相次ぐ破綻等

平成13年～15年

金融再生プログラム
不良債権集中処理

政府の施策 商工中金の取組み

○（国の特別貸付）セーフティネット貸付制度

○金融安定化特別保証制度３０兆円

 ○新たな保証制度創設

 　・売掛債権担保融資保証

 　・資金繰り円滑化借換保証

○左記施策を実施

 
○独自の制度の実行

　・無担保融資

　・日々の資金繰りを支援する短期運転資金

○経営改善支援を促進

　・中小企業再生支援協議会とも連携

２０年１０月株式会社化以降の取組み

商工中金は過去１０年間で総額約７兆円のセーフティネット関連貸出を実施

危機対応業務
法定の指定金融機関として的確な対応を図る。

「①損害担保貸出」、「②ツーステップローン」の活用

独自のセーフティネット貸付　

１０月１日より独自のセーフティネットを実施

緊急保証制度　

１０月３１日制度創設より積極的に活用
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　　せん。

　

　　せん。
○　平成２０年１０月１日以降、災害発生や経済・金融秩序の混乱等の危機時に対応するため新たに　

 
　　危機対応体制が構築されています。

 
○　新商工中金は、この危機対応体制のもとで危機対応のための融資等を実施する機関（指定金融機関）

 
　　として法定されております。

危機対応業務　①

　
　

政　　　　　　　　府

日本政策金融公庫

【危機対応円滑化業務勘定】

　

指定金融機関

商
工
中
金

政
策
投
資
銀
行

・申請する民間金融機関のうち、一定の
　基準を満たすものを主務大臣が指定

・主務大臣が危機を認定した場合には、
  公庫からのリスク補完等を受けて、
　貸付等の｢危機対応業務｣を実施○危機対応円滑化業務

　 実施方針の策定・公表

○指定金融機関との協定
　 締結の上、リスク補完等
　 を実施

（注）公庫自らも旧機関からの
　　　承継業務の範囲内で必要
　　　な融資を実施

・出資
・資金の貸付け

　　協　定

・資金の貸付け
・リスクの一部補完

○当金庫は日本政策金融公庫法により
　 指定金融機関として定められている。
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危機対応業務　②

①損害担保付貸出

　日本政策金融公庫からの信用補完（損失額の一部

 
補償）を受け、特定資金の貸付を行う制度

○補償割合：中小企業等向け８０％、

　　　　　　中堅企業向け　７０％

中小企業に対する危機対応業務を担う唯一法定された指定金融機関としての機能を十分に発揮します。

②ツーステップローン

　日本政策金融公庫から財政投融資貸付を原資と

 
したバックファイナンスを受けて、中小・中堅企

 
業等に対し、特定資金の貸付を行う制度。

（注）特定資金：内外の金融秩

 
序の混乱、大規模災害等

 
による被害に対処するた

 
めに必要な資金であって

 
政令で指定するもの。

○危機対応業務の概要○危機対応業務の概要

商工中金

中堅企業等

中小企業等

②ﾂｰｽﾃｯﾌﾟﾛｰﾝ

政
府

日
本
政
策
金
融
公
庫

①損害担保 特定資金の貸付

特定資金の貸付①損害担保

②ﾂｰｽﾃｯﾌﾟﾛｰﾝ
出資、資金の
貸付、利子補
給金交付
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【参考】
 ２１年度補正予算による危機対応業務の融資枠の拡充

○２１年度補正予算において中小企業等の資金繰りを支援するため、商工中金の危機対応業務の融資

 
　枠が３兆円追加され４．２兆円となっています。

危機対応融資の拡充（予定事業規模）危機対応融資の拡充（予定事業規模）

• 危機対応業務の融資枠は１．２兆円から４．２兆円に拡充

 （中小企業等向け３．３兆円、中堅企業等向け０．９兆円）

• 追加分は損害担保付貸出2兆円、ツーステップローンによる資金調達３兆円が盛り込まれている。

 

• 危機対応業務の融資枠は１．２兆円から４．２兆円に拡充

（中小企業等向け３．３兆円、中堅企業等向け０．９兆円）

• 追加分は損害担保付貸出2兆円、ツーステップローンによる資金調達３兆円が盛り込まれている。

（単位：兆円）

現行枠
２１年度補正予算

（追加分）
合計

融資枠 1.2 3.0 4.2

中小企業等向け 0.9 2.4 3.3

（うち損害担保付貸出） (0.9) (1.7) (2.6)

中堅企業等向け 0.3 0.6 0.9

（うち損害担保付貸出） (0.3) (0.3) (0.6)

資金調達額 1.2 3.0 4.2

日本政策金融公庫（財政投融資資金等） 0.3 3.0 3.3

自己資金等 0.9 0.9
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中小企業向け制度

①経営環境変化対応資金

貸出対象：一時的な売上・利益額減少等の業況悪化に対応するために必要な設備資金・運転資金

貸出限度：7億2千万円

貸出期間：原則として設備１５年（据置2年）以内、運転５年（据置1年）以内

②金融環境変化対応資金

貸出対象：取引金融機関からの取引状況の悪化等に対応するために必要な設備資金・運転資金

貸出限度：３億円

貸出期間：原則として設備１５年（据置2年）以内、運転５年（据置1年）以内

③災害復旧資金

貸出対象：災害復旧に必要な設備資金・運転資金

貸出限度：１億5千万円

貸出期間：原則として設備・運転ともに１０年（据置2年）以内

日本政策金融公庫から財政投融資貸付を原資としたバックファイナンスを受けて、事業者の必要資金　
をご融資します（下記①②）。

日本政策金融公庫の一部補償を受けて事業者の必要資金をご融資します（下記①～③）。
　⇒担保が不足している事業者の方についても、中長期的に業況回復が見込まれるなどを十分に検討した
　　上で、無担保の取扱いについて弾力的な対応を行っています。

①②については上記2つの制度を併用することも可能です。いずれも金利は所定の利率となります。
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中堅企業向け制度

日本政策金融公庫から財政投融資貸付を原資としたバックファイナンスを受けて、事業者の必要資金　
をご融資します。

日本政策金融公庫の一部補償を受けて事業者の必要資金をご融資します。
　⇒担保が不足している事業者の方についても、中長期的に業況回復が見込まれるなどを十分に検討した
　　上で、無担保の取扱いについて弾力的な対応を行っています。

上記2つの制度を併用することも可能です。いずれも金利は所定の利率になります。

貸出対象：国際的な金融秩序の混乱により、一時的に業況又は資金繰りに支障をきたしている

　　　　　非法定中小企業者

貸出限度：なし（損害担保付の場合、20億円）

貸出期間：設備１年超１５年（据置２年）以内、運転１年超１０年（据置2年）以内

業 種 資本の額又は

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

製造業その他の業種 
（下記卸売業・サービス業・小売業を除く。） 

300百万円超 300人超 

 ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タ
イヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベ
ルト製造業を除く。） 

300百万円超 900人超 

卸売業 100百万円超 100人超 

サービス業 50百万円超 100人超 

ソフトウェア業 300百万円超 300人超 

情報処理サービス業 300百万円超 300人超 

 

旅館業 50百万円超 200人超 

小売業（飲食店を含む。） 50百万円超 50人超 

 

※中堅企業の範囲について

右表の業種毎に定める「資本の額又は出資の総額」

かつ「常時使用する従業員の数」の会社が対象と

なります。
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商工中金のご融資の対象

商工中金の株主となって頂いている下記掲載の中小企業団体（商工中金株主団体：２５，８２２団体）
とその構成員の皆さ まをご融資先としています。また、中小企業を主要な構成メンバーとする共同出資
会社、および株主団体とその構成員の海外現地法人などの皆さまのご相談にも応じています。

※中小企業の皆さまで、現在中小企業団体の構成員になられていない方は、最寄りの商工中金

　各支店にご相談ください

中小企業等協同組合／事業協同組合・事業協同小組合・

　　　火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合

協業組合

商工組合・同連合会

商店街振興組合・同連合会

生活衛生同業組合・同連合会・生活衛生同業小組合

酒造組合・同連合会・同中央会

酒販組合・同連合会・同中央会

内航海運組合・同連合会

輸出組合・輸入組合

市街地再開発組合
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危機対応業務への取組み状況

商工中金は、平成20年10月に危機対応業務を開始して以来、中小企業等向け損害担保付貸出及び中堅
　企業等向けツーステップローンに積極的に取り組んでいます。

危機対応業務に係る「特別相談窓口」を全国の営業店に設置し、危機時における法定の指定金融機関と
　して、お客さまからの相談に対応しています。

◎商工中金は、現下の極めて厳しい環境を踏まえ、「セーフティネット機能の発揮」を優先的にとりく

 
　むべき課題であると認識し、これまで以上に中小・中堅企業等の相談に対して懇切・丁寧かつ迅速な

 
　対応に努め、引続きセーフティネット機能の発揮に万全を尽くしてまいります。

＜危機対応業務の取組実績～２１年３月末日時点＞

(単位：件、億円）

件　数 金　額

中小企業等向け損害担保付貸出 ５，６０５ ３，１２５

中堅企業等向けツーステップローン (*)２７６ (*)７００

５，８８１ ３，８２５
(*)中堅企業等向けツーステップローンの件数、金額の実績は、日本政策金融公庫から、
   3月末までに当金庫へ実行された貸付金額ベースの数字

合　　　　　　計

合　　　　計
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○本資料は、21年3月末時点における当金庫の概要並びに総合支援策、危機対応業務に関する情報提供を目的としてお

 り、何らの取引ないし契約の条件提示を行うものではありません。

○本資料は、商工中金が信頼に足り、かつ正確であると判断した情報に基づき作成していますが、商工中金はその正確性

 ・確実性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容が事前連絡なしに変更されることもあります。

○また、商工中金は本資料の誤謬、脱落により生じた結果に対して、いかなる責任を負うものではありません。その他専門

 的知識に関する問題については必ず貴社の税理士等の専門家に事前に十分にご相談の上、ご確認ください。

○本資料の具体的なご検討や実行に際しましては、ご自身の責任でその採否をご判断くださいますようお願い申しあげま

 す。

○商工中金からの融資を受けるには、別途審査があります。審査に時間を要する場合があり、審査の結果によっては、ご

 希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

○危機対応制度について

危機対応制度とは、主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、株式会社日本

 政策金融公庫（以下公庫）が指定金融機関である商工中金に対して一定の信用の供与を行うものです。指定金融機関（商

 工中金等）は、公庫からの信用の供与を受け危機対応業務を行い、危機に対処するために必要な資金供給を行います。従

 いまして商工中金によるご融資条件に加え、公庫における制約事項等があることをご承知おき下さい。

○本資料の全部もしくは一部を引用・使用・複製することを禁じます。
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